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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
欧
州
局
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ア
課
長
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す
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質
問
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す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
述
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

本
年
十
月
十
八
日
に
御
指
摘
の
会
食
が
行
わ
れ
た
事
実
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
元
職
員
及
び
職
員
は
、
同

月
十
七
日
に
ロ
シ
ア
側
関
係
者
と
会
食
（
以
下
「
本
件
会
食
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
職
員
は
、
本
件
会
食
に
公
務
と
し
て
出
席
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

本
件
会
食
の
費
用
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所
が
負
担
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

本
件
会
食
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

御
指
摘
の
職
員
か
ら
、
外
務
大
臣
に
対
し
、
贈
与
等
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

一



七
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
御
指
摘
の
職
員
が
、
過
去
五
年
の
間
に
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
務
大
臣
に
対
し
、
提
出
し
た
贈
与
等
報
告
書
は
、
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
も
の
を
除
く
ほ

か
、
九
件
で
あ
る
。
同
省
と
し
て
は
、
同
職
員
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
贈
与
等
報
告
書
の
提
出
の
要
否
を
判
断
し
て

い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


